
申請概要
 「実⽤発電⽤原⼦炉及びその附属施設の⽕災防護に係る審査基準」 （以下「⽕災防護審査基準」という。）の改正内容
を踏まえ，平成30年10⽉18⽇付け原規規発第1810181号にて認可された⼯事の計画（以下「既⼯認」という。）の「そ
の他発電⽤原⼦炉の附属施設」のうち「⽕災防護設備」の基本設計⽅針を変更する。

 本設計及び⼯事計画変更認可申請（以下「今回⼯認」という。）範囲については，以下のとおりである。
 今回⼯認申請は，設計基準対象施設及び重⼤事故等対処施設を設置する⽕災区域⼜は⽕災区画（ＤＢトンネル，
ＳＡトンネル及び格納容器圧⼒逃がし装置を設置する建屋の⽕災区域を除く。）に係る範囲を対象とし，⽕災防護審
査基準の改正内容を踏まえて，⽕災感知設備の基本設計⽅針を変更する。

 既⼯認のＤＢトンネル及びＳＡトンネルに設置する⽕災感知器は，特定重⼤事故等対処施設の設置に伴い，ＤＢト
ンネル及びＳＡトンネルの構造を変更し，その⼀部が特重施設に格納されていることから，別途特重設⼯認にて申請する。

 東海第⼆はＳＡ施設の格納容器圧⼒逃がし装置を特重施設と兼⽤することから，格納容器圧⼒逃がし装置を設置す
る建屋に関する⽕災防護設備の基本設計⽅針について，別途特重設⼯認にて申請する。

 なお，情報管理に注意が必要な特定重⼤事故等対処施設に係る設⼯認と今回⼯認は別申請とし，審査の効率化及
び情報管理の徹底を図る。

 表１に申請範囲の整理結果を⽰す。
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申請範囲 今回申請 別途申請
設計基準対象施設及び重⼤事故等対処施設を設置する
⽕災区域⼜は⽕災区画
（ＤＢトンネル，ＳＡトンネル，格納容器圧⼒逃がし装
置を設置する建屋及び特定重⼤事故等対処施設を設置
する⽕災区域⼜は⽕災区画を除く。）

⽕災感知設備 ○ ―

⽕災感知設備以外 ― ―※

設計基準対象施設及び重⼤事故等対処施設を設置する⽕災区域⼜は⽕災区画
（ＤＢトンネル，ＳＡトンネル，格納容器圧⼒逃がし装置を設置する建屋） ― ○（５⽉下旬申請予定）

特定重⼤事故等対処施設を設置する⽕災区域⼜は⽕災区画 ― ○（５⽉下旬申請予定）
※設計進捗を踏まえ，⽕災防護設備⽤ハロンボンベ及び⼆酸化炭素ボンベの設置場所，個数，名称等の変更について，令和5年4⽉7⽇付けで設
計及び⼯事計画変更認可を申請済み。

表１ 申請範囲整理表

⽕災防護審査基準改正に伴う⽕災感知器の種別及び配置の変更
2023年5⽉15⽇

⽇本原⼦⼒発電株式会社
【資料２】


